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前
々
回
（
平
成
一
五
年
九
月
号
）
、
民
営
・
い
う
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
イ
ギ
リ
ス
の
場
合
も
、
一
九
六
七
年
ブ
民
営
化
論
は
、
官
民
の
優
劣
比
較
の
な

化
に
つ
い
て
以
下
の
二
点
を
指
摘
し
た
。
つ
い
て
、
詞
ロ
８
＄
の
日
己
珂
農
ロ
吊
甘
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ス
テ
ィ
ー
ル
・
コ
ー
ポ
か
で
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
国
営
、
民

罪
国
営
企
業
の
民
営
化
は
、
民
営
化
に
よ
－
勺
口
目
。
ぎ
ぐ
の
目
ｍ
ｐ
８
」
お
・
罵
厨
『
の
レ
イ
シ
ョ
ン
が
国
営
化
さ
れ
る
。
国
営
化
営
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
ど
の
よ
う
に
し
た

り
自
由
な
競
争
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
意
味
ｇ
巴
・
）
で
興
味
深
い
研
究
が
な
さ
れ
て
さ
れ
る
な
か
で
、
近
代
化
の
た
め
の
巨
額
ら
最
も
生
か
せ
る
か
と
い
う
視
点
か
ら
、

が
あ
る
の
で
あ
り
、
国
営
独
占
企
業
を
民
・
い
る
の
で
紹
介
し
よ
う
。
＆
⑩
の
設
備
投
資
と
合
理
化
が
な
さ
れ
る
の
で
全
体
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
位
置
づ
け
ら

営
独
占
企
業
に
し
て
も
た
い
し
た
違
い
は
”
こ
の
本
で
は
、
具
体
的
な
事
例
と
し
あ
る
℃
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
権
の
下
で
も
こ
の
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
‐

な
い
こ
と
。

て
、
ョ
－
ロ
ッ
パ
の
鉄
鋼
産
業
が
取
り
上
方
針
に
変
更
は
な
く
、
鉄
鋼
業
は
「
国
家
．
言
う
ま
で
も
な
く
民
間
企
業
は
、
経
済

ま
た
、
公
共
部
門
の
行
っ
て
い
た
サ
ー
げ
ら
れ
て
い
る
。
ョ
－
ロ
ッ
パ
に
お
い
宅
産
業
」
と
し
て
国
家
の
強
い
支
援
の
下
で
、
的
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
（
利
潤
の
追
求
）
に

ビ
ス
を
民
営
化
し
、
複
数
の
民
間
供
給
者
哲
鉄
鋼
業
は
「
ナ
シ
ョ
ナ
ル
。
．
チ
ャ
ン
ピ
維
持
さ
れ
て
い
く
。
イ
ギ
‐
リ
ス
の
場
合
、
よ
り
支
え
ら
れ
て
い
る
。
利
潤
を
得
る
た

に
任
せ
る
場
合
に
は
、
国
民
が
そ
の
サ
ー
オ
と
で
あ
り
、
そ
の
育
成
強
化
は
国
家
経
営
陣
と
政
府
と
の
対
立
、
国
側
の
経
営
め
に
は
、
合
理
化
、
効
率
化
を
進
め
る
と

‐
０
０
１
８
■
●
ロ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
９
．
９
・
Ｐ
Ｄ
Ｏ
■
日
９
９
９
０
Ⅱ
Ⅱ
日
、
■
－
４
日
９
’
９
！
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
日
■
９
も
一
巳
・

ビ
ス
の
違
い
を
判
断
し
適
切
な
選
択
が
で
一
政
策
の
重
要
な
柱
で
あ
っ
た
。
周
期
的
に
．
判
断
の
誤
り
な
ど
国
営
の
問
題
が
顕
在
化
と
も
に
、
サ
ー
ビ
ス
内
容
を
良
く
し
、
多

き
る
よ
う
な
情
報
が
提
供
さ
れ
る
必
要
が
訪
れ
る
好
況
、
不
況
の
な
か
で
、
あ
る
と
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
国
営
化
に
よ
り
く
の
顧
客
を
獲
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

あ
る
こ
と
（
評
価
、
格
付
け
機
関
の
必
要
．
き
に
は
国
営
化
さ
れ
や
ま
た
民
営
化
さ
れ
経
営
が
立
て
直
さ
れ
た
八
八
年
に
民
営
化
い
。
行
政
が
民
営
化
を
推
進
す
る
の
は
、

・
性
）
の
二
つ
で
あ
る
。
．
？

た
・
》

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

サ
ー
ビ
ス
内
容
が
良
く
な
る
か
ら
で
あ

民
営
化
は
、
ニ
ュ
ー
パ
ブ
リ
ッ
ク
マ
ネ
例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
の
場
合
、
一
九
四
八
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
に
お
い
て
も
同
様
な
プ
る
。
独
占
企
業
は
サ
ー
ビ
ス
内
容
を
良
く

ジ
メ
ン
ト
（
Ｎ
Ｐ
Ｍ
）
に
お
い
て
も
、
重
年
そ
れ
ま
で
数
多
く
あ
っ
た
鉄
鋼
会
社
を
ロ
セ
ス
が
経
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
よ
う
と
す
る
イ
ン
セ
ン
テ
イ
ブ
が
働
か

要
な
柱
の
一
つ
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
等
合
併
し
て
、
ユ
ニ
ソ
ー
ル
が
、
ま
た
一
九
こ
れ
ら
の
事
例
を
見
る
と
民
営
化
は
、
な
い
と
い
う
点
で
は
官
民
の
違
い
は
な

で
は
古
く
か
ら
争
点
と
な
っ
て
き
た
。
し
率
一
七
三
年
ゾ
シ
ロ
ー
ル
が
設
立
さ
れ
、
民
間
単
に
不
効
率
な
国
営
組
織
を
合
理
化
す
る
い
。
オ
ズ
ボ
ー
ン
は
、
宙
四
日
の
冨
口
胴

．
か
し
そ
の
実
態
を
見
る
と
、
効
率
の
悪
い
会
社
で
は
あ
る
が
国
の
強
い
関
与
の
下
で
た
め
で
は
な
く
、
不
況
産
業
を
、
国
営
化
団
員
ｇ
ｐ
ｏ
３
ｇ
」
の
な
か
で
、
組
織
を
．

国
営
企
業
を
民
営
化
し
て
合
理
化
し
た
と
↑
ご
一
大
鉄
鋼
会
社
に
よ
る
寡
占
的
淫
生
産
が
し
、
税
金
を
つ
ぎ
込
み
再
建
し
、
市
場
に
能
率
化
、
効
率
化
（
①
霞
ｇ
ｇ
ｇ
）
す
る
こ

な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
七
○
年
代
か
ら
送
り
出
す
過
程
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
と
自
体
が
目
的
で
は
な
い
。
重
要
な
の

八
○
年
代
に
か
け
て
の
不
況
、
過
大
投
資
い
る
。

．
は
、
行
政
を
効
率
化
し
た
結
果
、
国
民
に

な
ど
に
よ
る
経
営
の
悪
化
の
な
か
で
、
国
こ
う
し
た
手
法
は
、
ョ
－
ロ
ッ
パ
ば
か
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
が
向
上
し
た
か
、
行
政

が
株
式
の
大
半
を
取
得
す
る
こ
と
に
よ
り
り
で
な
く
、
我
が
国
に
お
い
て
も
明
治
期
が
効
果
的
に
な
っ
た
か
否
か
（
の
罵
昌
ぐ
の
‐

国
営
化
さ
れ
る
。
そ
の
後
両
者
が
合
併
さ
の
殖
産
興
業
政
策
の
下
で
国
営
企
業
が
民
口
の
の
の
）
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

れ
、
同
時
に
合
理
化
へ
近
代
化
の
た
め
の
間
に
払
い
下
げ
ら
れ
て
い
っ
た
過
程
に
も
民
営
化
は
あ
く
ま
で
も
手
段
で
あ
り
目

一
大
規
模
な
設
備
投
資
が
行
わ
れ
、
経
営
の
見
ら
れ
る
し
、
最
近
の
日
本
長
期
信
用
銀
的
で
は
な
い
と
い
う
当
た
り
前
の
こ
と
を

立
ち
直
っ
た
九
五
年
民
営
化
さ
れ
る
の
で
行
、
り
そ
な
銀
行
の
例
に
も
共
通
し
て
い
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
．

あ
る
。

る
ｂ

（
冥
界
）

民
営
化
論
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リ
ブ
レ
ゼ
ン
タ
舎
丁
イ
ブ
・
ビ
ュ
ロ
ヶ
色
フ
シ
ー

度
に
つ
い
て
書
い
た
論
文
の
中
で
紹
介
し
く
公
務
員
に
も
な
ら
な
く
て
は
い
け
な
い
シ
ョ
ン
も
、
社
会
的
弱
者
に
対
す
る
雇
用

「
リ
プ
レ
ゼ
ン
タ
テ
イ
ブ
・
ビ
ュ
ロ
ク
て
い
る
。
キ
ン
グ
ス
レ
ー
は
、
近
代
官
僚
と
提
案
し
て
い
る
。
こ
れ
が
リ
プ
レ
ゼ
ン
機
会
の
保
証
と
い
う
観
点
に
加
え
、
リ
プ

ラ
シ
ー
」
は
、
我
が
国
で
は
あ
ま
り
聞
き
制
の
特
色
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
タ
テ
ィ
ブ
・
ビ
ュ
ロ
ク
ラ
シ
ー
で
あ
る
。
レ
ゼ
ン
タ
テ
ィ
ブ
・
ビ
ュ
ロ
ク
ラ
シ
ー
と

慣
れ
な
い
言
葉
で
あ
る
。
的
確
な
訳
語
も
、
る
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
的
公
務
員
の
そ
の
後
、
Ｆ
・
モ
シ
ャ
ー
や
Ｓ
・
ク
リ
い
う
視
点
か
ら
の
位
置
づ
け
が
な
さ
れ
て

な
い
よ
う
だ
・
リ
プ
レ
ゼ
ン
タ
テ
イ
ブ
・
一
中
立
性
は
、
公
務
員
の
実
態
と
か
な
り
異
ス
ロ
フ
な
ど
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
さ
ら
い
る
。

ガ
バ
メ
ン
ト
が
代
議
制
で
あ
る
か
ら
、
代
な
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
例
え
ば
キ
ン
に
論
点
を
整
理
し
て
い
る
が
、
興
味
深
い
公
務
員
の
中
立
性
に
つ
い
て
の
理
論
的

表
あ
る
い
は
比
例
公
務
員
制
度
と
で
も
い
即
唖
胤
削
北
訓
祁
池
廿
鮒
州
刺
部
抑
削
柵
川
州
才
川
岬
湖
池
川
姉
画
鮒
ル
哨
建
や
鋤
蝿
側
罰
州
帥
州
Ｉ
嫉
剛
州
卿
雌
剛
Ⅷ
眺
一

リ
プ
レ
ゼ
ン
タ
テ
イ
ブ
・
ビ
ュ
ロ
ク
ラ
受
け
た
も
の
が
下
級
公
務
員
と
な
り
、
一
パ
ニ
ッ
ク
な
ど
の
人
種
問
題
、
女
性
、
ゲ
の
が
あ
る
。
我
が
国
に
お
い
て
は
、
ア
メ

シ
ー
に
つ
い
て
は
、
Ｄ
・
キ
ン
グ
ス
レ
ー
一
八
、
九
歳
の
中
等
教
育
を
卒
業
し
た
も
の
イ
、
エ
イ
ズ
な
ど
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
リ
カ
の
よ
う
な
人
種
問
題
が
な
い
の
で
、

が
、
一
九
四
九
年
イ
ギ
リ
ス
の
公
務
員
制
一
が
中
堅
幹
部
、
二
二
、
四
歳
の
大
学
を
卒
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
直
裁
的
で
は
な
い
が
戸
女
性
、
ハ
ン
デ
ィ

業
し
た
も
の
が
高
級
公
務
員
と
な
っ
て
い
特
に
ア
メ
リ
カ
で
は
、
Ｄ
・
ロ
ー
ゼ
ン
栄
ヤ
ッ
プ
を
持
っ
た
人
、
高
齢
者
な
ど
社

？
ラ
（
》
０
“

ブ
ー
ム
、
Ｌ
・
シ
ー
ゲ
ル
マ
ン
な
ど
が
各
会
的
弱
者
を
対
象
と
し
て
ア
メ
リ
カ
的
な

：
高
級
公
務
員
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ク
ー
官
庁
あ
る
い
は
教
育
、
医
療
な
ど
の
行
政
調
査
分
析
を
行
っ
た
ら
面
白
い
か
も
知
れ

ル
の
卒
業
生
で
あ
る
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ク
分
野
に
お
い
て
幹
部
公
務
員
、
一
般
公
務
な
い
９

‐
ル
の
教
育
は
、
「
第
一
が
宗
教
、
道
徳
、
員
の
人
種
、
出
身
、
教
育
程
度
が
政
策
決
リ
プ
レ
ゼ
ン
タ
テ
イ
ブ
・
ピ
ュ
ロ
ク
ラ

第
二
が
紳
士
と
し
て
の
行
動
、
第
三
に
、
定
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
シ
ー
と
公
務
員
の
中
立
性
原
則
と
の
理
論

Ｉ
知
的
能
力
」
と
さ
れ
、
徹
底
的
な
エ
リ
ー
に
つ
い
て
実
証
的
な
調
査
分
析
を
行
っ
て
的
な
整
理
は
必
ず
し
も
な
さ
れ
て
い
な
い

ト
教
育
が
な
さ
れ
る
。
い
る
。
結
論
的
に
は
、
公
務
員
の
出
身
母
し
、
そ
う
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
だ
ろ

そ
の
結
果
、
イ
ギ
リ
ス
の
公
務
員
の
意
体
如
何
が
政
策
決
定
、
実
施
に
重
大
な
影
う
。
し
か
し
、
国
民
の
中
に
あ
る
様
々
な

思
決
定
あ
る
い
は
行
動
パ
タ
ー
ン
は
、
こ
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
、
幹
部
ば
か
り
で
グ
ル
ー
プ
の
利
害
、
意
見
を
行
政
に
反
映

の
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ク
ー
ル
の
文
化
に
左
右
な
く
現
場
の
公
務
員
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
さ
せ
る
た
め
に
は
、
政
治
の
世
界
に
代
表

さ
れ
て
い
る
し
、
そ
の
背
後
に
あ
る
出
身
ド
も
重
大
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
を
送
り
込
む
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、

階
級
の
意
向
、
利
益
が
行
政
に
反
映
さ
れ
検
証
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
幹
部
公
務
員
こ
れ
ま
で
政
治
の
決
定
し
た
方
針
を
中
立

て
い
る
と
キ
ン
グ
ス
レ
ー
は
主
張
す
る
。
に
な
る
ほ
ど
、
組
織
に
長
く
い
る
ほ
ど
、
的
に
実
施
す
る
と
さ
れ
て
き
た
公
務
員
に

ま
た
、
幹
部
公
務
員
へ
の
道
が
閉
ざ
さ
れ
ま
た
教
育
程
度
が
高
い
ほ
ど
出
身
母
体
の
も
そ
の
代
表
を
送
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら

て
い
る
女
性
の
意
向
は
行
政
に
反
映
さ
れ
利
害
か
ら
離
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
の
指
摘
な
い
と
い
う
主
張
は
大
変
面
白
い
。
我
が

ず
、
女
性
の
地
位
向
上
も
図
ら
れ
な
い
・
も
あ
る
。
国
に
お
い
て
も
、
さ
ら
な
る
議
論
と
検
証

社
会
的
弱
者
の
地
位
を
向
上
す
る
た
め
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
や
女
性
の
採
用
割
合
が
求
め
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

は
、
社
会
的
弱
者
が
政
治
家
ば
か
り
で
な
を
予
め
定
め
る
ア
フ
ァ
ー
マ
テ
ィ
ブ
ア
ク
（
葉
）
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国の行政機関における「秘密」の概念図

職務上知ることのできた秘密（実質秘）
（国家公務員法、自衛隊法等による守秘義務の対象）

特別管理秘密
（ｶｳﾝﾀｰｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ基本方針）特定秘密

（特定秘密保護法）

防
衛
秘
密

（
旧
自
衛
隊
法

第

96
条
の
２
）

特
別
防
衛
秘
密

（
Ｍ
Ｄ
Ａ
法
）

（秘匿を要するため）各府省の内部規程に基づき「秘密」とされるもの

一般に知られていない事実
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公務員の守秘義務 政府における秘密管理保全体制
（特定秘密保護法制定以前）

ｶｳﾝﾀｰｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ対策 防 衛 分 野

職員（隊員）は、職務上知り得た秘密を漏らし

てはならない。その職を退いた後も、また、同様
とする。

○ 各公務員法の守秘義務規定

（国公法第100条、自衛隊法第59条、地公法第34条等）

○ １年以下の懲役又は５０万円以下の罰金
（国公法第109条第12号）

○ １年以下の懲役又は３万円以下の罰金
（自衛隊法第118条第１号、地公法第60条第２号）

※１ 守秘義務規定に違反した職員（隊員）
は、懲戒処分の対象。

※２ 秘密の対象とする事項や秘密の保全
管理措置を定めるものではない。

違反行為に対する罰則

秘密文書等の取扱い
について
（昭和40年事務次官等会
議申合せ）

各府省の内部規程
による管理保全

「特別管理秘密」
（特別に管理すべき情報）

「特別防衛秘密」
（日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法）

「防衛秘密」
（旧自衛隊法第96条の２）

政府の統一基準に基

づき、各府省において
管理保全体制を整備

○ 国の行政機関の長が指定
○ 特別の管理保全

（罰則）漏えいは10年以下の懲役

○ 防衛大臣が指定
○ 特別の管理保全

（罰則）漏えいは５年以下の懲役

全 般
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○ 国家公務員法（昭和 22 年法律第 120 号）(抄)

（秘密を守る義務）

第百条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後

といえども同様とする。

２ 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄

庁の長（退職者については、その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長）

の許可を要する。

３ 前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒

むことができない。

４ 前三項の規定は、人事院で扱われる調査又は審理の際人事院から求められる情報に関

しては、これを適用しない。何人も、人事院の権限によつて行われる調査又は審理に際

して、秘密の又は公表を制限された情報を陳述し又は証言することを人事院から求めら

れた場合には、何人からも許可を受ける必要がない。人事院が正式に要求した情報につ

いて、人事院に対して、陳述及び証言を行わなかつた者は、この法律の罰則の適用を受

けなければならない。

５ 前項の規定は、第十八条の四の規定により権限の委任を受けた再就職等監視委員会が

行う調査について準用する。この場合において、同項中「人事院」とあるのは「再就職

等監視委員会」と、「調査又は審理」とあるのは「調査」と読み替えるものとする。

第百九条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

に処する。

一～十一 （略）

十二 第百条第一項若しくは第二項又は第百六条の十二第一項の規定に違反して秘密を

漏らした者

（略）

○ 自衛隊法（昭和 29 年法律第 165 号）(抄)

※斜体部分は特定秘密保護法による改正前の条文

（秘密を守る義務）

第五十九条 隊員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を離れ

た後も、同様とする。

２ 隊員が法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合

には、防衛大臣の許可を受けなければならない。その職を離れた後も、同様とする。

３ 前項の許可は、法令に別段の定がある場合を除き、拒むことができない。

（防衛秘密）

第九十六条の二 防衛大臣は、自衛隊についての別表第四に掲げる事項であつて、公にな

つていないもののうち、我が国の防衛上特に秘匿することが必要であるもの（日米相互

防衛援助協定等に伴う秘密保護法（昭和二十九年法律第百六十六号）第一条第三項に規

定する特別防衛秘密に該当するものを除く。）を防衛秘密として指定するものとする。

２ 前項の規定による指定は、次の各号のいずれかに掲げる方法により行わなければなら

ない。
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一 政令で定めるところにより、前項に規定する事項を記録する文書、図画若しくは物

件又は当該事項を化体する物件に標記を付すこと。

二 前項に規定する事項の性質上前号の規定によることが困難である場合において、政

令で定めるところにより、当該事項が同項の規定の適用を受けることとなる旨を当該

事項を取り扱う者に通知すること。

３ 防衛大臣は、自衛隊の任務遂行上特段の必要がある場合に限り、国の行政機関の職員

のうち防衛に関連する職務に従事する者又は防衛省との契約に基づき防衛秘密に係る物

件の製造若しくは役務の提供を業とする者に、政令で定めるところにより、防衛秘密の

取扱いの業務を行わせることができる。

４ 防衛大臣は、第一項及び第二項に定めるもののほか、政令で定めるところにより、第

一項に規定する事項の保護上必要な措置を講ずるものとする。

第百十八条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処す

る。

一 第五十九条第一項又は第二項の規定に違反して秘密を漏らした者

（略）

第百二十二条 防衛秘密を取り扱うことを業務とする者がその業務により知得した防衛秘

密を漏らしたときは、五年以下の懲役に処する。防衛秘密を取り扱うことを業務としな

くなつた後においても、同様とする。

２ 前項の未遂罪は、罰する。

３ 過失により、第一項の罪を犯した者は、一年以下の禁錮又は三万円以下の罰金に処す

る。

４ 第一項に規定する行為の遂行を共謀し、教唆し、又は煽動した者は、三年以下の懲役

に処する。

５ 第二項の罪を犯した者又は前項の罪を犯した者のうち第一項に規定する行為の遂行を

共謀したものが自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

６ 第一項から第四項までの罪は、刑法第三条の例に従う。

別表第四（第九十六条の二関係）

一 自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究

二 防衛に関し収集した電波情報、画像情報その他の重要な情報

三 前号に掲げる情報の収集整理又はその能力

四 防衛力の整備に関する見積り若しくは計画又は研究

五 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物（船舶を含む。第八号及び第九号

において同じ。）の種類又は数量

六 防衛の用に供する通信網の構成又は通信の方法

七 防衛の用に供する暗号

八 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階の

ものの仕様、性能又は使用方法

九 武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物又はこれらの物の研究開発段階の

ものの製作、検査、修理又は試験の方法

十 防衛の用に供する施設の設計、性能又は内部の用途（第六号に掲げるものを除く。）



○ 地方公務員法（昭和 25 年法律第 261 号）(抄)

（秘密を守る義務）

第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、

また、同様とする。

２ 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合におい

ては、任命権者（退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命

権者）の許可を受けなければならない。

３ 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。

（罰則）

第六十条 左の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する

一 （略）

二 第三十四条第一項又は第二項の規定（第九条の二第十二項において準用する場合を

含む。）に違反して秘密を漏らした者

（略）

○ 官吏服務規律（明治 20 年勅令３９号）(抄)

第４条 官吏ハ己ノ職務ニ関スルト又ハ他ノ官吏ヨリ聞知シタルトヲ問ハス官ノ機密ヲ漏

洩スルコトヲ禁ス其職ヲ退ク後ニ於テモ亦同様トス

２ 法令ニ依ル証人鑑定人等ト為リ職務上ノ秘密ニ属スル事項ヲ発表スルニハ本属長官ノ

許可ヲ要ス

第５条 官吏ハ私ニ職務上未発ノ文書ヲ関係人ニ漏示スルコトヲ禁ス



○ 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法（昭和 29 年法律第 166 号）

（定義）

第一条 この法律において「日米相互防衛援助協定等」とは、日本国とアメリカ合衆国と

の間の相互防衛援助協定、日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定及び日本国に

対する合衆国艦艇の貸与に関する協定をいう。

２ この法律において「装備品等」とは、船舶、航空機、武器、弾薬その他の装備品及び

資材をいう。

３ この法律において「特別防衛秘密」とは、左に掲げる事項及びこれらの事項に係る文

書、図画又は物件で、公になつていないものをいう。

一 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された装備品等につ

いて左に掲げる事項

イ 構造又は性能

ロ 製作、保管又は修理に関する技術

ハ 使用の方法

ニ 品目及び数量

二 日米相互防衛援助協定等に基き、アメリカ合衆国政府から供与された情報で、装備

品等に関する前号イからハまでに掲げる事項に関するもの

（特別防衛秘密保護上の措置）

第二条 特別防衛秘密を取り扱う国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、特別

防衛秘密について、標記を附し、関係者に通知する等特別防衛秘密の保護上必要な措置

を講ずるものとする。

（罰則）

第三条 左の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。

一 わが国の安全を害すべき用途に供する目的をもつて、又は不当な方法で、特別防衛

秘密を探知し、又は収集した者

二 わが国の安全を害する目的をもつて、特別防衛秘密を他人に漏らした者

三 特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有

した特別防衛秘密を他人に漏らしたもの

２ 前項第二号又は第三号に該当する者を除き、特別防衛秘密を他人に漏らした者は、五

年以下の懲役に処する。

３ 前二項の未遂罪は、罰する。

第四条 特別防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領

有した特別防衛秘密を過失により他人に漏らしたものは、二年以下の禁こ又は五万円以

下の罰金に処する。

２ 前項に掲げる者を除き、業務により知得し、又は領有した特別防衛秘密を過失により

他人に漏らした者は、一年以下の禁こ又は三万円以下の罰金に処する。

第五条 第三条第一項の罪の陰謀をした者は、五年以下の懲役に処する。

２ 第三条第二項の罪の陰謀をした者は、三年以下の懲役に処する。

３ 第三条第一項の罪を犯すことを教唆し、又はせん動した者は、第一項と同様とし、同

条第二項の罪を犯すことを教唆し、又はせん動した者は、前項と同様とする。



４ 前項の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法 （明治

四十年法律第四十五号）総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。

（自首減免）

第六条 第三条第一項第一号若しくは第三項又は前条第一項若しくは第二項の罪を犯した

者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

（この法律の解釈適用）

第七条 この法律の適用にあたつては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不

当に侵害するようなことがあつてはならない。
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。
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ゼ
ロ
で
あ

札
す
る
。
入
札
の
公
正
を
図
る
と
と
も
る
。
ま
た
、
Ｏ
Ｍ
Ｂ
が
設
定
し
た
目
標
の

に
、
民
間
が
落
札
し
た
場
合
は
、
こ
れ
ま
達
成
率
が
、
き
わ
め
て
低
く
、
一
番
高
い

国
防
省
で
も
五
六
％
、
他
は
一
四
％
に
過

ぎ
な
い
。
積
極
的
に
取
り
組
ん
で
い
る
省

庁
か
ら
逆
に
非
生
産
的
だ
と
否
定
的
な
省

庁
ま
で
様
々
で
あ
る
。
と
は
困
難
と
し
て
い
る
が
、
会
計
検
査
院

‘
第
二
は
、
手
続
き
が
複
雑
化
し
た
た
（
Ｇ
Ａ
Ｏ
）
は
経
費
と
節
約
額
を
比
較
す

め
、
官
民
の
コ
ス
ト
比
較
に
か
か
る
時
間
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、

が
次
第
に
長
く
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
落
札
後
の
追
加
費
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る

る
。
コ
ス
ト
比
較
に
要
す
る
期
間
は
一
九
た
め
、
安
い
価
格
で
落
札
し
追
加
費
用
で

七
八
年
か
ら
一
九
八
六
年
ま
で
は
、
二
年
儲
け
る
と
い
う
事
例
も
生
じ
て
い
る
。

だ
っ
た
の
が
、
一
九
八
七
年
か
ら
一
九
九
第
四
に
、
職
員
の
モ
ラ
ル
の
問
題
が
指

○
年
で
は
、
四
年
三
ヶ
月
と
二
倍
に
な
っ
摘
さ
れ
て
い
る
。
落
札
で
き
な
か
っ
た
公

て
い
る
。
ま
た
、
公
正
な
入
札
を
行
う
た
務
部
門
で
は
、
約
八
五
％
が
、
他
の
公
務

め
に
は
、
し
っ
か
り
し
た
Ｐ
Ｗ
Ｓ
を
作
成
部
門
に
行
く
な
ど
す
る
よ
う
だ
が
、
一
五

す
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
が
、
行
政
目
的
の
％
は
、
公
務
に
留
ま
れ
ず
落
札
し
た
民
間

不
明
確
さ
、
デ
ー
タ
不
足
等
か
ら
困
難
な
企
業
に
移
る
か
失
業
す
る
。
こ
う
し
た
不

作
業
と
な
っ
て
お
り
、
入
札
に
必
要
な
デ
安
定
な
状
況
の
中
で
、
多
く
の
公
務
員

－
夕
を
集
め
準
備
す
る
の
に
一
八
ヶ
月
以
は
、
市
場
化
テ
ス
ト
の
導
入
を
、
人
員
削

上
か
か
る
と
い
う
。

減
に
よ
る
人
件
費
カ
ッ
ト
の
た
め
と
考
え

第
三
に
シ
‐
認
の
手
続
き
を
進
め
る
て
お
り
、
有
能
な
人
材
が
公
務
か
ら
去
っ

た
め
の
経
費
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
が
挙
て
い
く
と
い
う
状
況
が
生
ま
れ
つ
つ
あ

げ
ら
れ
て
い
る
。
る
。

一
九
八
八
年
に
行
わ
れ
た
議
会
の
公
聴
こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
状
況
を

会
で
は
、
五
年
間
の
シ
‐
認
レ
ビ
ュ
ー
見
る
と
、
市
場
化
テ
ス
ト
は
、
行
政
コ
ス

で
、
節
約
さ
れ
た
経
費
が
四
八
万
ド
ル
で
ト
を
下
げ
る
た
め
の
参
考
と
し
て
モ
デ
ル

あ
る
の
に
対
し
、
シ
‐
認
手
続
き
自
体
の
的
に
試
み
る
の
は
面
白
い
か
も
知
れ
な

経
費
が
八
○
○
か
ら
一
、
○
○
○
万
ド
ル
い
。
し
か
し
、
恒
常
的
な
シ
ス
テ
ム
と
し

と
い
う
報
告
も
な
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
て
導
入
す
る
場
合
に
は
、
入
札
の
公
正
性

○
年
に
は
、
国
防
省
で
、
市
場
化
テ
ス
ト
の
確
保
、
職
員
の
雇
用
問
題
な
ど
解
決
し

に
従
事
す
る
者
は
一
、
七
○
○
人
、
そ
の
な
く
て
は
な
ら
な
い
課
題
も
多
い
。
わ
が

経
費
は
一
億
五
、
○
○
○
万
ド
ル
か
ら
三
国
に
導
入
す
る
場
合
は
、
単
な
る
外
国
の

億
ド
ル
で
あ
り
、
節
約
額
を
大
き
く
上
回
物
ま
ね
で
な
く
、
日
本
の
実
態
に
あ
っ
た

る
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。
Ｏ
Ｍ
Ｂ
は
、
市
制
度
の
再
構
築
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

場
化
テ
ス
ト
自
体
の
経
費
を
計
算
す
る
こ
（
景
）
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